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調査研究期間等 

調査研究期間 令和５年５月３１日 ～ 令和６年３月１５日 

調査研究事項 ≪委託研究：夜間中学における教育活動充実に係る調査研究≫ 

Ⅰ．教育課程、教育環境整備に関すること 

１．生徒の実情に応じた教育課程の編成について（特別支援学級

や小学校の課程も含む） 

２．外国籍生徒の在留資格や日本語指導等における教職員のスキ

ルアップや個に応じた教材作成について 

３．特別支援を必要とする生徒の学びの保障のための職員のスキ

ルアップや具体的な指導方法について 

４．進学･生活相談や不登校経験者支援のための相談体制の整備に

ついて 

５．夜間中学専任スタッフ(通訳･ｽｸｰﾙｻﾎﾟｰﾀｰ等)の配置や就学援助

制度などによる教育活動における支援のあり方について 

調査研究のねらい １．入学時点では殆ど日本語を話すことができない外国籍の生徒

が多く、母語での読み書きができない生徒もいる。日本国籍の

生徒においても、帰化・引揚げ帰国者や戦争、貧困等で義務教

育が十分に受けられなかった高齢者が大部分を占めている。そ

のため、中学校の教育課程の学習の土台となる小学校の教育課

程の学習や日本語の習得が必要である。日本での生活に適応し

ていけるような日常的に使う単語等を使った教材を作成する。

より効果的な日本語指導とそれに続く小学校、中学校教育課程

の指導方法を研究し、体系化していく。 

また、不登校経験のある生徒や、障がいのある生徒等への支

援を含めた教育課程編成の研究を行う。進路指導においては、

高校進学に限らず夜間学級卒業後も社会で自立して生活してい

けるよう、進路に関する情報を広く収集し、個に応じた進路指

導を充実させていく。 

２．夜間学級に入学してくる生徒の多くは、国籍にかかわらず、

高齢者や不登校経験者も含め様々な生活上の困難を抱えている

。生徒たちが日本社会で安心、安全な生活を営むための｢生きる

力｣を習得できるよう、個に応じた教育課程を充実させ、校外で

の学習活動も積極的に取り入れながら、多様な経験の場を充実



させていく。また、進路相談や生活指導にも力を入れ、その指

導方法を蓄積し、改善していく。 

３．現在は春と秋に入学時期を設けているが、積極的に多様な生

徒を受け入れられるよう、体制づくりの研究を進める。 

４．不登校経験者や特別な支援が必要な義務教育既卒者が増えて

いる。外国籍や高齢の生徒も含め、さまざまな生徒の実態に合

わせた指導方法や教材の開発に向け、日本語指導の専門家やス

クールカウンセラーによる研修等を実施する。校内の事例報告

をもとに研究討議を重ね、指導力向上につなげていく。 

５．生徒の実態に合わせた指導をサポートするスタッフを配置す

ることで学習指導・生活指導・進路指導等を総括的に進める。 

調査研究の成果 

 

 

１．教育課程に関すること 

・クラス編成を認定５クラスから６クラスに再編成し、教員によ

る学習者への対応などサポートを充実させた。６組～４組まで

の日本語を主体としたクラスでは、日本語の習得状況に応じて

、６組→５組→４組と半期ごとに学級編成を行い進級させた。

６組→５組５人、５組→４組６人、４組→３組２人、３組→２

組１人の進級があった。次年度初めには数名の進級者が見込ま

れる。 

・日本語指導の初歩クラスにおいて、ＴＴや個別による授業を行

うことで丁寧な支援ができた。 

・高齢のため学校で長い時間過ごせない生徒、家事や残業等によ

り早退・遅刻・欠席をする生徒に対しては教材を工夫し個別対

応することができた。 

・本校で学習してきたことをもとに生徒による作文発表会を春と

秋の２回実施している。作文の作成を通じて、生徒の学習状況

を確認し、個に応じた教材について教員間で生徒の情報を共有

することができた。また、発表会を通じて生徒同士で思いを共

有することで、他者とのつながりや自己肯定感の醸成つながっ

た。 

・本校昼間生徒との交流を行った。昼間生徒からは「夜間中学の

ことがよくわかった。」と互いの理解が深まった。 

 

２．外国籍生徒の在留資格や日本語指導等における教職員のスキ

ルアップや個に応じた教材作成について 

・進学予定者の始業前補習学習において、個に応じて作成した教



材を活用することで日本語の理解の向上がみられた。 

・専門家を招聘して日本語指導力の向上のため研修を行った。教

員の日本語指導の方向性の確認や、修正すべきところを見いだ

すことができた。 

・大阪出入国管理局からの講師による研修会を実施し、在留資格

等について学んだ。在留資格について理解することで、生活相

談や進学就職について、適切なアドバイスができた。 

・近畿夜間中学校協議会と同様の研修会にも参加した。他校での

先進事例を見聞することで、自校で共有し、取組みの確認や見

直しを行った。 

・小学校課程の学び直し生徒への教材作成や、日本語理解が定着

していない生徒のための教材作成のための資料の収集として、

小学校の研究発表会に参加し、小学校での取組み等を教職員と

校内研修で共有した。 

 

３．特別支援を必要とする生徒の学びの保障のための職員のスキ

ルアップや具体的な指導方法について 

・スクールカウンセラーを月１回配置し、生徒も教師も相談しや

すくなった。また、スクールカウンセラーによる大人の精神疾

患等についての研修を行った。これにより生徒理解を深め、適

切な行動・助言ができた。 

・スクールソーシャルワーカーによる研修会を実施し、アドバイ

スをもらうことができた。スクールソーシャルワーカーを通し

て学校以外の機関との連携を深め、取組みを進めることができ

た｡ 

・講師を招き、校内人権教育研修（部落問題）を実施した。教職

員の人権意識の向上をはかり、差別を見抜き許さない学級づく

りを進めることができた。 

 

４．進学･生活相談や不登校経験者支援のための相談体制の整備に

ついて 

・スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーについて

教職員研修を実施した。これにより生徒理解を深め、安心・安

全な学校づくりを進めることができた。 

・不登校等により小学校課程を十分に学習できなかった既卒者に

むけて、小学校経験者の意見が参考になり、小学校での研究発



表会にも参加し小学校課程の資料も集めることができた。 

・進学予定の生徒には、専任スタッフの通訳のもと保護者、本人

と進路懇談し、多言語進路ガイダンスや高校見学にも引率して

参加した。 

・日々の授業前と長期休業中に補習等の学習体制にスクールサポ

ーターや日本語指導支援員の活用を実施し、高校進学に向けて

取り組んだ。生徒の不安や心配事を取り除き、出席を助けるこ

とにつながった。 

・日本語理解に不安を抱える生徒に対して、出願手続きのサポー

トや入試日、発表日、合格者への説明会等に帯同した。 

・検尿や結核検診における精密検査等の指導や学校検診における

精密検査・特定検診等も病院等への付き添いや国民健康保険の

請求や滞納の対応等について市役所・保健所等への相談援助を

行った。 

・府営住宅､市営住宅申し込みの書類の書き方等の援助を行った。 

・生活保護関連、就学援助関連、通学定期関連の手続き援助を行

った。 

・健康について相談対応を行った。 

・新たに渡日した生徒の学齢期の子ども、兄弟、姉妹の教育相談

等の対応を行った。 

・夜間学級は学習できる場所である以上に、安心できる居場所で

あり、なんでも相談に応えてくれる信頼できる教員がいるとこ

ろであり、生徒とっては重要なセーフティーネットとなってい

る。 

 

５．夜間中学専任スタッフ(通訳･ｽｸｰﾙｻﾎﾟｰﾀｰ等)の配置や就学援助

制度などによる教育活動における支援のあり方について 

・専任スタッフ(通訳)の配置により様々な行事に参加をする際の

通訳や進路説明会や保護者との進路懇談、新聞等の取材の通訳

など取組みを円滑に進めることができた。 

・廊下に全生徒で作った作品を展示し、自身や他者の頑張りを共

有できる環境づくりを行い、生徒の自己肯定感が高まるような

工夫を行った。 

・本校の昼の生徒との交流において、全校集会で代表生徒の作文

発表と本校教職員による説明を行った。 

 


